
苅谷会長承認済み 

件 名 １２月班長会議議事録 作成日 令和 7年 12月 21日 

日 時 令和 7年 12月 20日（土）11:00～12:00 会 場 第二自治会館 

出席者 
役員 苅谷会長、和泉副会長、鈴木監事、柴田書記（記）、欠；蓑浦会計 

班長 17名（欠席；5名） アドバイザー 嘉茂アドバイザー 

【議事内容】 

１． 各部からの報告 

１）（総務部）回覧配布資料の確認。回覧物 No.19「きみつ広域だより５３号」は配布無し。 

２）（環境部）特に無し。 

３）（スポレク部）バスハイクアンケートの確認（本会議後に回収）。 

 

２． 住民からの諸課題について市窓口との面談結果報告（資料配布、説明；苅谷） 

前班長会で報告、議論した住民からの困り事、及び要望事項について、市との面談結果を

報告した（詳細は回覧資料 No.3による）。主な面談内容は以下の通り。 

① アオキ前の横断禁止表示設置について；現状況では法的に設置困難、自治会で周知願う。 

② 大通りの大型車取締りについて；取締りは困難。違反車は警察、防災安全課へ通報願う。 

③ 防犯灯が竹に覆われている件；市にて地権者に連絡し、伐採するように指導する。 

④ 道路に枝が張り出している件；市にて現地確認し4.5m以下の樹木等は地権者へ指導する。 

⑤ 斜面に土砂投棄の件；不要残土を投棄しないよう現地に警告板を設置（自治会で対応）。 

 

３． 各種提出物について連絡（説明；和泉） 

・御祝品贈呈（誕生日、入学）名簿は、該当者無くとも提出のこと（2/21班長会まで）。 

・次期班長届（2/13 まで）、役員立候補届（候補有る場合 1/15 まで）を会長へ提出のこと。

尚、第二自治会の次期役員は、2/21班長会で決定する。 

 

４． その他報告、Ｑ＆Ａ、意見等 

１）ゴミ BOX（カラスいけいけ）購入設置後に、自治会を退会した場合、ゴミ BOX 会員補助金

（1,500 円／1 世帯）の追加徴収がある一方で、非会員から会員になった際の補助金払い

戻しに明確な規定がなく、公平性や実効性の観点からルールの明確化が必要との意見あ

り、討議を行った。最終的に採決により、ゴミ BOX 設置後の会員退会／入会時の補助金徴

収、払い戻しは行わないことに決定した。ゴミ BOX 設置時点で会員であった人には補助金

特典ありとのシンプルなルールとする。次回 1月の回覧資料（表紙目次中）に追記する。 

２）班長のローテーションに関して、現在、116/117/118 街区では班長を 2 人で交替している

状況であり、今後、不安である。本課題に関して、先ずは自治会にて基本対策方針を決定

願いたいとの意見あり、議論の結果、各街区の最新会員数状況に基づいて、会長及び運営

委員で人数バランス等を考慮した街区統合見直し案を次回 1月班長会で提示する。 

３）子供カルタ大会について報告あり。新年 1/7（水）13時から第二自治会館で行う。 

以上 

決定事項／検討事項／アクション事項 

・御祝品贈呈名簿を 2月班長会（2/21）までに会長へ提出する（by 班長） 

・次期班長届（2/13まで）、役員立候補届（1/15まで）を会長へ提出する（by 班長） 

・班長担当街区の統合見直し案を作成し 1月班長会で提示する（by 会長、役員） 

・子供カルタ大会を 1/7（水）13時から行う（by 会長他） 

 

添付書類 無し 

次回予定 2026/1/17（土）19:00より 

 


